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所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い

給
与
所
得
者
の
方
で
も
、
次
に
該

当
す
る
方
は
、
確
定
申
告
を
す
る

と
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

①
年
の
途
中
で
退
職
し
て
、
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
方

　
　
給
与
所
得
か
ら
源
泉
徴
収
し

　
て
い
た
場
合
、
年
末
調
整
を
受

　
け
て
い
な
い
と
き
は
、
所
得
税

　
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

　
　
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費

　
（
実
費
）
が
お
お
む
ね
10
万
円

　
を
超
え
た
場
合
に
、
医
療
費
控

　
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

③
雑
損
控
除
・
寄
附
金
控
除
・
政

党
等
寄
附
金
控
除
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
を
受
け
る
方

確
定
申
告
（
所
得
税
）
が
必
要
な
方

①
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
所
得

が
あ
る
方

②
不
動
産
所
得
（
地
代
・
家
賃
収

入
）
が
あ
る
方

③
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
譲
渡
所

得
が
あ
る
方

④
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
（
年
金
・
一
時
所
得
な
ど
）

が
20
万
円
を
超
え
る
方

⑤
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方
で
、
主
た
る
給
与
以
外

の
収
入
が
20
万
円
を
超
え
る
方

⑥
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を

超
え
る
方

⑦
公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円

を
超
え
る
方
、
ま
た
は
公
的
年
金

収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
公
的

年
金
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

が
20
万
円
を
超
え
る
方

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
平
成
27

年
中
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

①
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

②
給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調
整

が
な
さ
れ
、
勤
務
先
か
ら
市
に
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
方

③
公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、

そ
の
支
払
い
先
か
ら
市
に
公
的
年

金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
方

　
　
年
金
収
入
金
額
や
所
得
控
除

　
額
に
よ
っ
て
は
必
要
に
な
る
場

　
合
も
あ
り
ま
す
。

り
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
営
業
・
農
業
に
対
す
る
減
収
分

の
補
て
ん
、
追
加
費
用
の
賠
償
金

は
、
事
業
所
得
と
し
て
申
告
が
必

要
で
す
。

③
就
労
不
能
と
な
っ
た
給
与
な
ど

の
減
収
分
や
事
業
主
の
営
業
停
止

な
ど
で
東
京
電
力
㈱
か
ら
直
接
支

払
い
を
受
け
た
も
の
は
、
一
時
所

得
と
し
て
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
住
宅
な
ど
に
設
置
し
た
太
陽
光

発
電
設
備
に
よ
る
余
剰
電
力
な
ど

の
売
却
収
入
に
つ
い
て

　
個
人
が
住
宅
な
ど
に
太
陽
光
発

電
設
備
を
設
置
し
、
余
剰
電
力
ま

た
は
全
量
を
電
力
会
社
に
売
却
し

て
い
る
場
合
の
売
却
収
入
は
、
雑

所
得
に
該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
電

力
の
売
却
を
事
業
と
し
て
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
事
業
所
得
に
該
当

し
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
が「
確

定
申
告
（
所
得
税
）
が
必
要
な
方
」

の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
と
は
売
却
収
入
か

ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
も
の

で
す
が
、
必
要
経
費
に
算
入
す
る

減
価
償
却
費
の
額
は
、
導
入
価
格

や
発
電
量
の
う
ち
売
却
し
た
電
力

量
の
占
め
る
割
合
な
ど
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
税
務
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

　
　
　
　
　

    

２
月
15
日
（
月
）
か
ら
３
月
15
日
（
火
）
ま
で

　
平
成
28
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告
、
平
成
27
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
期
間

内
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

　
期
間
終
了
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
各
地
区
の
指
定
さ
れ
た
期
日
に
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。
印
鑑
、預
貯
金
通
帳（
本
人
名
義
）な
ど
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
を
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

④
市
内
に
住
所
が
あ
る
方
の
所
得

控
除
対
象
の
配
偶
者
や
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
る
方

◆
遣
族
年
金
・
障
害
者
年
金
な
ど

の
非
課
税
収
入
の
み
の
方
や
、
収

入
の
な
か
っ
た
方
も
、
市
・
県
民

税
の
申
告
を
行
う
こ
と
で
、
所
得

証
明
書
な
ど
の
発
行
や
各
種
行
政

手
続
き
が
し
や
す
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
ま
た
は
介
護
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
市
・
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

①
収
入
が
な
く
、
扶
養
に
な
っ
て

い
な
い
場
合

②
扶
養
に
な
っ
て
い
る
が
収
入
が

あ
る
場
合
（
公
的
年
金
収
入
の
み

の
方
で
、
そ
の
支
払
い
先
か
ら
市

に
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
方
を
除
く
。）

※
申
告
さ
れ
な
い
場
合
、
た
と
え

基
準
所
得
以
下
で
あ
っ
て
も
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
東
京
電
力
㈱
か
ら
受
け
る
賠
償

金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

①
心
身
の
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料

な
ど
の
賠
償
金
は
、
非
課
税
と
な

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の

　
　
　
　
　
　
交
付
が
始
ま
り
ま
す

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
手
順

①　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
申
請
し
た
方
に
は
、
平
成

　
28
年
１
月
以
降
、
順
次
、
交
付
場
所
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

　
る
「
交
付
通
知
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
、
申
請
者
の
ご
自
宅
に

　
届
き
ま
す
。

②　
交
付
通
知
書
の
内
容
と
交
付
場
所
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

　

必
要
な
持
ち
物
（
注
１
）
を
持
っ
て
、
ご
本
人
が
お
越
し

　
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
15
歳
未
満
の
方
ま
た
は
成
年
被
後
見
人
が
受
け

　

取
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
も
一
緒
に
お
越
し
く

　
だ
さ
い
。

　
　

ご
本
人
が
病
気
、
身
体
の
障
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

　

理
由
に
よ
り
交
付
場
所
に
お
越
し
い
た
だ
け
な
い
場
合
に

　
限
り
、
代
理
人
に
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
を
委
任
で
き
ま
す
。

③　
交
付
窓
口
で
本
人
確
認
を
し
た
あ
と
、
４
つ
の
暗
証
番

　
号
（
注
２
）
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
、
カ
ー
ド
を
交
付
し

　

ま
す
。
な
お
、
暗
証
番
号
は
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
い
て

　
く
だ
さ
い
。

注
１
…
必
要
な
持
ち
物

　
●
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）

　
●
通
知
カ
ー
ド

　

●
本
人
確
認
書
類
（
15
歳
未
満
の
方
ま
た
は
成
年
被

　
後
見
人
の
ほ
か
、
同
行
す
る
法
定
代
理
人
も
必
要
）

　
　
①　
次
の
う
ち
１
点

　
　
　
　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
写
真
付
き
に
限　

　
　
　
　

る
）、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
障
害

　
　
　
　
者
手
帳
（
写
真
付
き
に
限
る
）
な
ど

　
　
②　
①
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
次
の
う
ち
２
点

　
　
　
　

健
康
保
険
証
、
年
金
証
書
、
年
金
手
帳
、
社

　
　
　
　

員
証
、
学
生
証
、
預
金
通
帳
、
医
療
受
給
者

　
　
　
　
証
な
ど

　

●
代
理
権
の
確
認
書
類
（
15
歳
未
満
の
方
ま
た
は
成

　
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
の
み
）

　
　
戸
籍
謄
本
そ
の
他
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類

　
　

た
だ
し
、「
本
籍
地
が
田
村
市
内
の
場
合
」
ま
た

　

は
「
ご
本
人
が
15
歳
未
満
の
方
で
代
理
人
と
同
居
の

　
親
子
関
係
に
あ
る
場
合
」
は
不
要
。

　
●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

●
問
い
合
わ
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
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―
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１
２

注
２
…
暗
証
番
号

　
①
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
の
暗
証
番
号

　
　
　

英
数
字
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
で
設
定
で
き

　
　

ま
す
。
英
字
は
大
文
字
の
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
、
数
字

　
　

は
０
か
ら
９
ま
で
を
利
用
で
き
、
い
ず
れ
も
１
つ

　
　
以
上
が
必
要
で
す
。

　
②
「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
」
の
暗
証
番
号

　
③
「
住
民
基
本
台
帳
事
務
用
」
の
暗
証
番
号

　
④
「
券
面
事
項
入
力
補
助
用
」
の
暗
証
番
号

　
　
　

②
・
③
・
④
は
数
字
４
ケ
タ
で
、
同
じ
も
の
と

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平成 28 年
1 月以降

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
な
ど

大
切
な
も
の
で
す
。受
け
取
る
手
続
き
は
、必
要
書
類
を
始
め
、

厳
格
に
な
り
ま
す
。
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
交
付
申
請
を
し
て
い
な
い
方

に
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
必
要
な

方
は
、
交
付
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。


